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融
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あ
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旋
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事
業
採
択
か
ら
５
年
を
経
過
し

て
も
未
着
手
の
事
業
や
、
事
業
着

手
か
ら
１０
年
を
経
過
し
て
な
お
継

続
し
て
公
共
事
業
を
行
う
時
は
、

そ
の
事
業
に
対
し
て
、
学
識
経
験

者
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
公
共
事

業
再
評
価
委
員
会
で
、
そ
の
事
業

を
継
続
す
る
か
否
か
の
是
非
に
つ

い
て
再
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

開
成
町
の
公
共
下
水
道
事
業
で

は
、
前
回
の
事
業
再
評
価
か
ら
１０

年
を
経
過
し
た
た
め
、
今
年
度
、

事
業
の
再
評
価
を
行
い
ま
し
た
。

再
評
価
は
、
学
識
経
験
者
な
ど

７
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
神
奈

川
県
県
土
整
備
部
公
共
事
業
評
価

委
員
会（
以
下「
再
評
価
委
員
会
」）

で
関
係
資
料
を
も
と
に
審
議
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
意
見
を
も
と
に
町
が

対
応
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

１１
月
２５
日（
火
）、
町
長
に
意
見

を
付
し
た
う
え
で「
事
業
の
継
続
」

が
認
め
ら
れ
、
町
の
対
応
方
針
を

決
定
し
ま
し
た
。（
審
議
結
果
お

よ
び
対
応
方
針
は
下
表
の
と
お
り
）

今
後
も
再
評
価
委
員
会
で
出
さ

れ
た
意
見
・
答
申
書
を
尊
重
し
、

計
画
的
に
公
共
下
水
道

の
整
備
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
公
共
下
水
道

が
使
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
区
域
（
供
用
開

始
区
域
）
に
お
住
ま
い

の
か
た
は
、
早
期
の
接

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

公
共
下
水
道
事
業
再
評
価
と
は

対
象
と
な
る
か
た

町
県
民
税
の
納
税
義
務
者

の
う
ち
、
前
年
中
に
公
的
年

金
な
ど
の
支
払
を
受
け
て
い

る
か
た
で
、
平
成
２１
年
４
月

１
日
現
在
で
老
齢
基
礎
年
金

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
６５
歳

以
上
の
か
た

た
だ
し
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
か
た
に
な
り
ま

す
。

１

公
的
年
金
な
ど
の
所
得

で
町
県
民
税
が
課
税
さ
れ

る
か
た

２

年
額
１８
万
円
以
上
の
老

齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
る
か
た

３

開
成
町
の
介
護
保
険
料

が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
か

ら
差
し
引
か
れ
て
い
る
か

た
対
象
と
な
る
税
額

公
的
年
金
な
ど
に
か
か
る

所
得
に
対
す
る
町
県
民
税
が

特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

給
与
や
不
動
産
所
得
な
ど
、

年
金
以
外
の
所
得
に
対
す
る

町
県
民
税
は
、
今
ま
で
ど
お

り
給
与
か
ら
の
差
し
引
き
や

納
付
書
で
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
す
。

対
象
と
な
る
年
金

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚

生
年
金
・
退
職
共
済
年
金
な

ど実
施
時
期

平
成
２１
年
１０
月
以
降

支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎

年
金
な
ど
の
給
付
分
か

ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
税
額

と
徴
収
方
法

●
平
成
２１
年
度

上
半
期
は
現
在
の
納

付
方
法
で
、
下
半
期
か

ら
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
差
し
引
き
）
に
な
り

ま
す
。

●
平
成
２２
年
度
以
降

年
度
前
半
の
年
金
支

給
月
（
４
月
・
６
月
・

８
月
）
ご
と
に
、
前
年

度
後
半
の
特
別
徴
収
額

の
３
分
の
１
を
特
別
徴

収
（
仮
徴
収
）
し
ま
す
。

年
度
後
半
の
年
金
支
給
月

（
１０
月
・
１２
月
・
２
月
）
ご

と
に
年
税
額
か
ら
当
該
年
度

前
半
の
特
別
徴
収
額
を
差
し

引
い
た
額
の
３
分
の
１
ず
つ

を
本
徴
収
し
ま
す
。

事
業
再
評
価
の
結
果

早
期
接
続
の
お
願
い

特別徴収（年金から差し引き）

2月

年税額の
1／6

12月

年税額の
1／6

10月

年税額の
1／6

普通徴収（現在の納付方法）

8月

年税額の
1／4

6月

年税額の
1／4

方 法

徴 収 月

税 額

開成町公共下水道事業

町の対応方針

事業継続

再評価委員会で出された意
見、答申書の内容を尊重し、
県と連携し、整備区域の精査
を行い、新たな内容を示した
事業計画の策定に努力します。

再評価委員会審議結果

事業継続を承認
（附帯意見）
県および市町が連携し、全

体計画については、より長期
的な視点で将来を見据え、下
水道で整備すべき区域などの
精査を行うとともに、新たに、
おおむ

概ね１０年の間に重点的に取り
組む内容を示した事業計画を
立てること。

事業名

特 別 徴 収

本 徴 収

2月

年税額から仮徴収額を
控除した額の1／3ずつ

12月10月

仮 徴 収

8月

前年度の10月から3月まで
に徴収した額の1／3ずつ

6月4月

方 法

徴 収 月

税 額

2

地方税法の改正により、現在、納付書や口座振替でお支払いいただいている公的年金
にかかる町県民税（住民税）を、平成２１年１０月支給分以降は年金から差し引かせていた
だく特別徴収制度が始まります。 ●問税務課 �８４－０３１３
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○平成２２年度以降（引き続き特別徴収になる場合）

○平成２１年度（特別徴収を開始する年度）

供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
公

共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
る
場
合
、

工
事
費
用
の
融
資
を
あ
っ
旋
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

あ
っ
旋
し
た
融
資
に
発
生
し
た

利
息
は
、
町
が
代
わ
っ
て
金
融
機

関
に
支
払
い
ま
す
。

〔
融
資
の
あ
っ
旋
要
件
〕

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

�
供
用
開
始
の
公
示
日
か
ら
３
年

以
内
に
水
洗
化
及
び
排
水
設
備

工
事
を
す
る
こ
と

�
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

�
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

�
町
内
に
住
所
を
有
す
る
連
帯
保

証
人
を
一
人
立
て
る
こ
と

〔
融
資
の
あ
っ
旋
額
〕

自
家
の
場
合
、
汲
み
取
り
便
所

の
浄
化
槽
１
か
所
、
ま
た
は
、
し

尿
浄
化
槽
１
基
に
つ
き
５０
万
円
以

内
（
共
同
住
宅
の
場
合
は
１
０
０

万
円
以
内
）

詳
し
く
は
、
上
下
水
道
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

下下
水水
道道
はは
、、
皆皆
ささ
んん
のの
安安
全全
でで
快快
適適
なな
生生
活活
をを
確確
保保
しし
、、
河河
川川
、、
湖湖
、、
海海
なな
どど

のの
公公
共共
水水
域域
のの
水水
質質
汚汚
濁濁
防防
止止
にに
重重
要要
なな
役役
割割
をを
果果
たた
しし
、、
良良
好好
なな
水水
環環
境境
をを
創創

造造
すす
るる
たた
めめ
にに
必必
要要
不不
可可
欠欠
なな
生生
活活
基基
盤盤
施施
設設
でで
すす
。。

しし
かか
しし
、、
下下
水水
道道
のの
整整
備備
にに
はは
、、
莫莫
大大
なな
費費
用用
とと
非非
常常
にに
長長
いい
期期
間間
がが
必必
要要
とと

なな
りり
まま
すす
。。

長長
期期
間間
にに
わわ
たた
るる
公公
共共
事事
業業
にに
つつ
いい
てて
はは
、、
効効
率率
的的
・・
効効
果果
的的
にに
事事
業業
がが
行行
わわ

れれ
てて
いい
るる
かか
チチ
ェェ
ッッ
クク
すす
るる
たた
めめ
、、
国国
のの
再再
評評
価価
実実
施施
要要
領領
にに
基基
づづ
くく
事事
業業
のの
再再

評評
価
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●問
上
下
水
道
課

�
８４
‐
００
３３
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